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研究成果の概要（和文）：　困難状況にあるひきこもりの若者たちが社会的諸矛盾の下でいかに発達が阻害されてきた
かを分析し、彼らがひきこもりを克服する為には、彼らを「対象」として捉えるのではなく生活者と考え地域で実践者
や住民と共に育つ視点を「協同的関係性」として提起した。その「協同的関係性」を、イタリア、韓国（ソンミ山）、
我が国の先行する若者実践体において実証的に検証し、今後、その関係性をひきこもり実践において発展させる為に必
要となる実践哲学を検討した。また、ひきこもり支援にみられる侵襲的介入を克服する為、リカバリ視点から既存の実
践を分析し実践方法を三つの局面で整理する視点につき検討を加えた。

研究成果の概要（英文）：Socially Withdrawn Youths have long been confronted with social difficulties. In 
addition, their sound developments are alienated because of complicated social exclusion. This study see 
them as not passive subjects but positive agents. Concretely, we set up new concept as “cooperative 
relationship” between practitioners, young people and local residents can grow up on even grounds. 
Developing a deeper understanding of the concept, we conduct experimental studies of advanced practices 
in Italy and Korea. In conclusion, we advance three points; 1 applying those practice philosophy in 
Japanese one; 2 analyzing recovery oriented approaches to get rid of invasive approaches; 3 marshalling 
three stages of practice methods (encounter, crisis intervention and liberation in some groups).

研究分野： 社会福祉

キーワード： 若者支援　ソーシャルワーク　協同的関係性
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 ひきこもりを中心とする社会生活上の諸
困難を有する若者の支援は、若者を実践の客
体とし、今日の社会への適応を目指す、いわ
ゆる適応主義的な価値観に基づく実践であ
ることが多い。排除された社会への再適応を
目指す実践が、彼らのエンパワメントを可能
とするかとの問題意識が研究開始の背景に
あった。 
ここから、ひきこもり支援を主とする若者

支援を適応的モデルではなく社会参加型モ
デルとして確立し展開する為に必要となる
実践哲学と社会参加型モデルアセスメント
の構築を、当事者参加型リサーチにおいて行
う必要があると考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的の第一は、ひきこもり支援を
主とする若者支援の実践哲学を検討するこ
とに求めた。その実践哲学は、「支援－被支
援」の関係を克服する新たな実践上の関係性
を追求するなかで可能となるのではないか
と考えた。 
その新たな実践上の関係性が、ひきこもる

若者と少し前までひきこもっておりピアス
タッフとして参加している若者、若手スタッ
フ、年輩のプロスタッフが参加する実践体
（実践集団）のなかで生じる葛藤を止揚する
源泉となると仮説した。 
この為、ピアスタッフの育ちをみるひきこ

もり支援、若者支援の場を対象とし、その関
係性の育ちをみる実践の場に育つ実践哲学
（実践者の立ち位置、実践観、当事者観）を
分析することとした。 
 第二は、新たな実践上の関係性である協同
的関係性が育ちうる“場”の条件を分析する
こととした。この条件を分析する視点として
は、「ソーシャルワークと協同的関係性―語
ら／れない当事者に学びつつ―」（2013、ト
ラウマティック・ストレス 11 巻１号、日本
トラウマティックストレス学会）において、
当事者と実践者の間にある「裂け目」の意味
を「対話的共同生成」できる集団が育ってい
るか否かが重要であることを指摘した。これ
は、14 歳の時に同級生からの性的ないたずら
を受けひきこもった女性との 20 年間にわた
る支援関係を通し分析を加えたものである。
長い間にわたって自己を語ら/れなかった事
例の女性にいかに共感的理解を行おうとも
「裂け目」があることを実践者として痛感し
てきた。了解しがたい思いを体験してきた若
者たちが、その思いと対話する作業が「治療」
的に行われた時、それは侵襲的な介入となる
こともありえる。彼らのエンパワメントの為
には、当事者と実践者の間にある「裂け目」
の意味を「対話的共同生成」できえる実践体
が必要であることを指摘した。 
 さらに、雑誌論文⑤において、協同的関係
性は、その場の生活を創り上げるあらゆる者
が、それぞれに責任性と立場性を発揮し地域

生活に主体的に向き合うなかでこそ育ちう
ることを、和歌山県麦の郷の実践を事例に分
析報告した。この為、本研究では、実践に参
加する当事者、スタッフ、地域住民が各々に
その責任性と立場性を発揮し地域の諸課題
と実践的に向き合っているかどうかを実証
的に分析した。 
 第三は、ひきこもりを主とする困難を有す
る若者の実践で求められるアセスメントに
関する研究である。この研究は、実践を三つ
の局面（“出会いの局面”“危機介入の局面”
“エンパワメントの局面”）に分け実践事例
を分析し、それぞれの局面における当事者と
実践者の関係性、役割、課題を整理し、アセ
スメント項目を提示することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 研究方法は、まず、第一の研究目的である
実践哲学の研究に関しては、分析対象を、国
際には、イタリア、ミラノ・ボローニャの社
会的協同組合、韓国で若者支援に取り組んで
きた社会的企業（2009 年以降継続して参与し
ているHAJAセンターに関係する社会的企業）
を、国内では NPO 法人文化学習協同ネットワ
ーク（東京都三鷹市、神奈川県相模原市）と
社会福祉法人一麦会（和歌山市）を分析対象
とした。分析手法は、これらの分析対象の法
人や実践が掲げるミッションと、それを担っ
てきた実践者の語りを質的に分析する方法
をとった。 
 とりわけ、韓国のミッションに関しては、
学会発表①の学会報告を行った。ここでは、
1980 年以降、韓国社会の民主化か地域運動に
取り組んできた実践者へのインタビューを
繰り返し行い、そこでの語りを分析し、今日
の韓国における社会的協同組合等の動きの
背景となる「分ちあい」（ナヌム）の哲学と
若者支援の視点について分析を加えた。 
 第二の目的に掲げた協同的関係性に関し
ては、実践哲学の分析対象とした韓国におけ
る実践と我が国のいくつかのNPO法人や社会
福祉法人への参与観察時に、その実践体にお
ける実践者と当事者の関係性がどう変化し
てきたのかを分析することにした。これは、
雑誌論文①と雑誌論文②において、その経過
と現時点での考察を示している。また、平成
27 年度にピアスタッフ養成応用講座を実施
し若者たちが客体から課題解決の主体とな
る可能性を分析する取り組みを行った。そこ
での手法は、当事者相互と当事者とピアスタ
ッフ、プロスタッフの間に生じる葛藤とその
処理を観察し、仮に設定された実践の場にお
ける当事者とスタッフ相互の葛藤処理関係
に検討を加えた。 
 第三の目的であるアセスメント研究であ
るが、ひとつは、ひきこもり支援現場に参与
し得た情報を分析し、アセスメント構成要素
の検討を行った。さらに、平成 27 年度に実
施したピアスタッフ養成応用講座におき、当
事者、ピアスタッフ、プロスタッフが、日々



の実践で求める実践局面別の実践課題を検
討し、アセスメント項目とし整理した。 
ひきこもりを主とする若者支援のアセス

メントは、当事者が「自己との出会い」にお
き、いかなる葛藤と向き合い、エンパワメン
トするかを明らかにする必要がある。 
 
４．研究成果 
研究成果を、実践哲学の検討、実践上の関

係性の検討、ひきこもりを主とする若者実践
の局面とアセスメント項目に関する研究に
分け述べる。 
 
(1)ひきこもりを主とする若者支援の実践哲
学に関する検討 
 
まず、なぜ実践哲学を重視する必要がある
のかであるが、雑誌論文②において、対象と
なる若者たちの多くは、了解しがたい出来事
（人生）と出会い、その苦闘から解き放たれ
ることを求め実践者（ソーシャルワーカー）
との出会いを求めてくるが、そこで出会った
若者に対し、その効果が数値化され評価され
る技法を提供し、実践を展開することにより、
若者を苦闘から解き放つことが可能となる
のかという問いかけを行った。 
自己を解き放つ為には、彼らが「自己との

出会い」を可能とする場所が必要である。本
研究過程で、それを、“生き場所”と考える
ことが必要ではないかとここでは提起して
きた。 
その“生き場所”で、彼らは、“なかま”

や実践者（ソーシャルワーカー）とともに、
いま生きる社会が自身にもたらしている不
自由さと対峙し、それを止揚する方法を獲得
する。ひきこもりを主とする若者たちの解き
放ちを目指す実践は、それを志向するものと
なることが問われる。それは、若者たちが、
自分たちを不自由にしてきた「あたりまえ」
の価値観とそれを生み出した社会に疑いを
もつ実践主体として育ち、新たな社会を築く
活動に参加する自由を獲得する方向である。 
ひきこもりを主とする若者支援実践にお

ける関係性の転換は、往々にして実践者相互、
実践者と当事者、実践者と当事者と地域住民
の間に存在する管理的・支配的な関係性を克
服するなかで実現される。 
 雑誌論文③において、我が国の若者支援は、
様々な実践者により支えられていることを
指摘し、そこに参加する国家「資格者」が、
各々の 「専門性」を現場で発揮しようとす
るが、時に、それは、若者達の主体性を奪い
かねない権力性の発揮となる事実があるこ
とを指摘した。 
たとえば、そこでは、長い間にわたるひき

こもりのなかで自身の生きづらさを語る意
欲を失っている者や、他者に語ることができ
ない性的な侵襲的課題と出会った者に、その
者の内面を知ろうと「語る」ことを強要する
取り組み、「内面を知る」為の幾多の方法が

試されている事実がある。また、「働く場に
迷う」者たちのなかには、今ある働き方を選
択しないでおきたいと考える者もいる。しか
し、その者たちをも懸命に今ある職場への適
応を図ろうとする職業選択指導がある。これ
も一種の権力性の発揮である。 
 その一方、彼らが自身の“生きづらさ”を 
語るまで待つことが必要と考え延々と待つ
ことが専門性（受容的態度や非審判的態度、
自己決定の保障）であると考え、ひきこもり
を主とする若者支援実践のなかで課題と向
きあう力の獲得が軽視されている事実があ
る。また、実践者が思いえがく価値観と異な
る「困った事実」を雄弁に語る若者と出会っ
た時、その若者たちを「困った人たち」と切
り捨て管理しようとする者もいる。 
こうしたなかで、ひきこもりを主とする若

者支援の哲学を、社会福祉法人一麦会（和歌
山市）、NPO 法人文化学習協同ネットワーク
（東京都三鷹市、神奈川県相模原市）、HAJA
センター（韓国ソウル特別市）等に流れる実
践哲学を分析し検討を加えた。 
結果、それらに共通するものに、若者たち

が、そこで働くピアスタッフやプロスタッフ
と実践の場で自分たちの働き方と出会い、そ
こに「支援」という感覚ではない「共に人生
の課題に取り組む感覚」をもっている事実を
みた。この事実のなかで、一緒になにかを「や
りたい」と思う感動が育ち、自分たちの生き
方を、自分たちで創り上げ、「生の営みの困
難」と対峙する力を当事者、実践者が総体で
生み出しているのである。ここにみるように
「生の営みの困難」との対峙が、自らが出会
う諸課題を克服する原動力となっている。こ
の実践体総体による「生の営みの困難」が、
ひきこもりを主とする若者支援の実践哲学
の中核を流れるものとなる必要があるので
はなかろうか。それにより生み出される若者
とその実践者が、QOL 自立の主体となる取り
組みこそが、ひきこもりを主とする若者を対
象とする実践に単なる共感性ではない協同
性を生み出す。 
  
(2)協同的関係性に関して 
 
 この研究を通して、雑誌論文①②④⑤にお
いて、実践集団の質を高める関係性が協同的
関係性であることを指摘し、その内実につい
て考察してきた。協同とは、ひとつの取り組
みに参加する者が、同じ活動を、それぞれの
責任で，専門性や立場性を活かしながら一緒
に取り組む動きであると述べた。  
ひきこもりを主とする若者支援では、様々

な人や集団が，それぞれの責任で実践に参加
する。それぞれの人や集団は、既に獲得した
力とまだ獲得していない力をもつ集団員に
よって構成され、その人や集団構成員は、互
いに葛藤や矛盾を持つ。協同的関係性は、こ
の葛藤や矛盾を無視するのではなく、葛藤や
矛盾を、それぞれが新たな力と獲得する力と



する関係性でなければならないと考えるに
至った。 
 さらに、雑誌論文①②④では、「生き場所」
という概念を提起した。この「生き場所」に
は、三つの意味を与えた。それは、新自由主
義的競争のもとで、自己を肯定し、自己の尊
厳を追及することから遠ざかる若者たちに
保障すべき場であり、若者たちが諸困難と対
峙する実践に立ち向かう実践者に保障され
る場であると考えた。 
一人ひとりの生命、自由及び幸福追求に対

する権利を保障する社会を、若者たちと実践
者の力で築きあげる為には、その実践現場は、
現在社会への適応を求める実践を展開する
のではなく、若者の力で社会参加を可能とす
る実践現場となる必要がある。その実践現場
は、「生命が護られる場」「若者と実践者がい
かに生きるかが問われる場」「若者と実践者
が市民と共に育つ場」として追究される必要
がある。その追求のなかで協同的関係性が育
つと考えた。 
 
(3)ひきこもりを主とする若者実践の局面と
アセスメント項目 
 
 雑誌論文④において、ひきこもりを主とす
る若者実践の局面を、「出会いの局面」「危機
介入の局面」「集団での自己の解き放ちの局
面」の三局面に分け整理した。 
 
「出会いの局面」 
 
ひきこもりを主とするなんらかの課題を

有する若者やその家族が実践者の前に登場
した当初、当事者（若者や家族）は、今まで
体験してきた物語を断片的に語る。実践者は、
疾風怒涛の時期にある彼らの理路整然とし
ない語りや、その若者によって自身が意味あ
る人生を送ることができなくなってしまっ
たかのような思いに支配されている家族の
語りに耳を傾け、彼やその家族がこの社会で
どう生きることを保障すべきかを考える。こ
の局面では、実践者は、彼らとともに彼らの
ストーリーを発掘する作業を行う。 
 この段階では、当事者は、“いま”の状況
を整理し、課題解決を目指している目的的な
行動で実践者を求めて訪れているのではな
い。むしろ、自身がおかれている“いま”と
向き合うことが限界になり駆け込んでくる。
その段階における当事者と実践者双方は、あ
くまでも隣人、同じ社会（地域）で生きる仲
間同士の関係として“駆け込む”ことを受け
止められる関係性が必要ではなかろうか。 
 “駆け込む”ことが受け止められる場とは、
当事者が意図的な介入を感じない愚痴るこ
とが保障され、そこでは話してもいいとの安
心が保障される場である。もちろん、実践者
は、その関係性を担保しつつ、当事者（若者
と家族）に重篤な精神保健福祉上の課題や早
急に介入しなければならない生活上の危機

が存在しないかを観察し、命の危機や生活の
危機が生じる可能性がある時には、専門機関
との連携を図るべきである。しかし、その連
携を図りつつも、あくまでも、この段階では、
長い間にわたってひきこもっていた当事者
や家族の課題を外に示すことができなかっ
た家族が、その課題について語ることができ
るようになった力を認め、引き続いて訪れる
ことができる関係を築くことが必要である。 
 
 出会いの局面 
局面概要 
 

引き続く支援の契機 
応急処置的側面 
「雑用」的側面 

関係性 
 

駆け込みの受けとめ 
隣人、仲間としての関係 

目的 
 

安心の保障 
重篤な精神保健上の課題への気
づき 

方法 専門機関紹介の判断 
危機介入の必要性判断 
寄り添い 

 
「危機介入の局面」 
 
人が予期せぬ出来事や過度なストレスにさ
らされると、今までの生活の均衡状態が崩れ
るばかりか心身に不均衡状態が生じること
は、危機理論のなかで指摘されてきた。 
ひきこもりを主とする若者支援の実践現

場では、不均衡状態が生じていることへの気
づきを敏感に行う必要がある。日常生活のバ
ランスを崩している時には、自己の力でその
気づきを行うことが困難である為、実践者が、
若者と家族が平生からもつ問題対処力を把
握し、不均衡状態の発生を早期に発見しなけ
ればならない。 
 実践現場での危機対応に関しては、当事者
（若者や家族）と実践者が、その危機状況を
共に認識する為にアギュララの理論に基づ
く手法が有効な手法であることが確認され
た。この手法を活用する為に、平常と異なる
生活危機を、実践者が早期に把握する必要が
ある。その為に、実践者は日常から、その若
者と家族がストレスをどう知覚し対応して
きたかを知る必要がある。さらに、そのスト
レス下にある当事者が生活する地域の資源
（社会的支持）と、今社会的支持を得ながら、
そのストレスにどう対応しているかを判断
する必要がある。 
 ここで重要なのは、このアギュララの危機
理論に基づく危機介入を実践者のみで行う
のではなく、実践者が当事者に危機分析と認
知の過程を明らかにすることである。それが
おこなわれないと、この段階における関係性
は、危機の回避を通して安全を保障すること
を目指し、至って介入的になりかねない。 
 危機事例への介入において、実践者と当事
者の関係性の分析を行ったところ、実践者集
団と当事者が、危機状態について分析を加え



られた事例と、実践者が集団での議論（ケー
ス検討）を行わなかった事例では、実践者と
当事者との関係性に明らかな違いが生じた。 
 
 
 
 危機介入の局面 
局面概要 
 

平常と異なる生活危機 
その人・家族の対処技能では命の
危機さえ生じる 
自我恒常性バランスの乱れがあ
る 

関係性 
 

介入 
心理的恒常性が揺らいでいる者
に、不安定な心理状態を認識させ
る 
安定性を取り戻し、新たな生活へ 

目的 安定を保障する 
危機のなかに、良い方向に向かう
出発点を見出す 

方法 要因をアセスメント 
危機をもたらす出来事から遠ざ
ける 
危機に対する適切な認識をもた
らす 
危機に対する情緒的反応に対応
する 
本人自らの問題解決を援助する 
サポートシステムを強化する 

 
「集団での自己の解き放ちの局面」 
 
この局面は、若者達が集団から排除され孤

立する過程で生じた不利益や不自由を集団
のなかで語りあい、それを克服する個々と集
団の力を築き上げる局面である。 
この局面は、若者たちが、自己と“なかま”

の生存と発達を護り育て、生活主体となる力
を獲得するなかで展開される。 
若者たちが“なかま”と育ちあう集団は、

言葉を発する自由も、逆に発しない自由も与
えられる。そこでは、全ての自由が無造作に
存在するのではなく、暴力や干渉・介入、そ
れに相互の間に存在する偏見を自治的に排
除する力が獲得される。 
 この局面では、個々人が、社会の諸矛盾と
の関わりで、いかなる困難と対峙しており、
その困難を克服する為にいかなる集団の力
が必要かをアセスメントする必要がある。こ
こで留意しなければならないのは、個々人の
困難を生理学的に捉え、疾患や障がい故にそ
の困難が生じていると捉えてはならないこ
とである。ただ、その一方で、社会的要因の
みを重視する分析があってもならない。あく
までも、対人関係的、社会経済的、政治的な
パサーを強めつつ自らの課題を克服する主
体となる為に、個人、集団の課題を明らかに
することを目的としたアセスメントが必要
である。 
 さらに、この局面では、実践体や実践者の

アセスメントも必要となる。それは、実践体
が、当事者が問題解決の主導者となる実践を
展開し、そこで働く実践者と当事者との間で
は、若者の課題を共に解決する協同的関係性
が模索できているか否かのアセスメントと
なる。 
 若者が問題解決の主導者となる為の実践
体であるか否かは、「当事者の『強さ』を見
極め、これを強化する」「当事者が、自分が
変化の力を持つことを自覚できるような経
験を保障する」「当事者に変化の過程への参
加を保障する」「集団での互いの影響を認め
合える関係を創り上げる」「ピアアドヴォケ
ートを促す」「目的を共有する活動に当事
者・支援者を超え取り組む」等を、その実践
体が追究できているかどうかを、当事者、実
践者双方でアセスメントする必要があると
考えた。 
 
 
 集団での自己の解き放ちの局面 
局面概要 
 

対人関係的、社会経済的、政治
的なパワーを強める 
暮らしを改善する主体となる 

関係性 当事者が問題解決の主導者 
ソーシャルワーカーは側面的援
助者 
協同的関係性の模索 

目的 社会経済的な不公平にソーシャ
ルワークとして対応 
医学モデルからの脱却 

方法 当事者の「強さ」を見極め、こ
れを強化する 
当事者が、自分が変化の力を持
つことを自覚できるような経験
を保障する 
当事者に変化の過程への参加を
保障する 
集団での互いの影響を認め合え
る関係を創り上げる 
多くのマイノリティ集団と関わ
り共に行動する 
ピアアドヴォケートを促す 
目的を共有する活動に当事者・
支援者を超え取り組む 
（協同的関係性） 
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